
 

世界かんがい施設遺産国内申請書 

 

 

1. 申請施設の詳細 

(a) 名称：那須
な す

疏水
そ す い

（堰及び水路） 

(b) 施設の所在市町村：栃木県
と ち ぎけ ん

那須
な す

塩原市
し お ばら し

 

(c) 供用開始年：1885年 

(d) かんがい面積：2,600ｈａ 

(e) 緯度・経度：緯度 37.038375 経度 139.986539 （西岩崎
にしいわさき

頭首工
とうしゅこう

） 

(f) 流域名：一級河川那珂川
な か が わ

水系那珂川
な か が わ

 

(g) 申請をする国内委員会：ＩＣＩＤ日本国内委員会 

 

2. 申請施設の管理に関する詳細 

(i) 所有者 

a. 組織名:農林水産省（西岩崎
にしいわさき

頭首工
とうしゅこう

、幹線水路） 

b. 住 所：東京都
とうきょうと

千代田区
ち よ だ く

霞ヶ関
かすみがせき

1丁目 2番 1号 

a. 組織名：那須
な す

疏水
そ す い

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

（旧西岩崎
にしいわさき

取水口） 

b. 住 所：栃木県
と ち ぎけ ん

那須
な す

塩原市
し お ばら し

接骨
に わ と

木
こ

447-8 

管理者 

a．組織名：那須野ヶ原
な す の が は ら

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

連合
れんごう

 

b．住 所：栃木県
と ち ぎけ ん

那須
な す

塩原市
し お ばら し

接骨
に わ と

木
こ

447-8 

(ii) 担当者名及び連絡先：那須野ヶ原
な す の が は ら

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

連合
れんごう

 事業主査 郡司
ぐ ん じ

忠之
ただゆき

(℡0287-36-0632) 

(iii)申請施設に係る維持管理・運営費用の現在の原資 

那須野ヶ原
な す の が は ら

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

連合
れんごう

の一般財源及び国、県、市からの補助金 

 

3. 申請施設の概要・特徴に関する説明 

(a)申請施設の概要・特徴 

那須野ヶ原
な す の が は ら

は、一級河川である北側の那珂川
な か が わ

と南側の箒
ほうき

川
がわ

に挟まれ、中央部には伏流河川

である一級河川熊川
くまがわ

と蛇尾
さ び

川
がわ

とが流れる面積約 40,000ha の広大な扇状地で、地質は堆積した

砂礫層と火山灰のローム層からなっている。かつては、原野におおわれ、表流水はなく、地下

水も深く、かんがい用水はおろか飲用水も不足している状況にあった。この不毛の地帯を潤す

ため、那須
な す

疏水
そ す い

の開削が始まったのは、1885年のことであった。 

政府の殖産興業政策下において、県令や那須
な す

開墾社
かいこんしゃ

など地元有力者らの働きかけにより、 

国営直轄事業として認められ、工事開始から 5ヶ月後には通水式を迎えるという驚異的な 

スピードで幹線水路(総延長約 16 ㎞)の工事が完成した。その翌年 1886 年には、４つの分水

路(総延長約 59㎞)も開通した 

その後、水田開発は徐々に進んで行ったが、地下にしみこんでしまう地質の問題から思うよ

うに水田面積は増えなかった。那須
な す

疏水
そ す い

開削から経過すること 80年余、那須
な す

疏水
そ す い

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

をはじめ複数の水利組合の強い要請により、1967 年に政府の補助金を用いて国営那須
な す

野原
の は ら

開

拓建設事業が着工され、那須
な す

疏水
そ す い

幹線水路及び分水路の改修と併せて、1976年には那須
な す

疏水
そ す い

の

別紙２ 



取水口として西岩崎
にしいわさき

頭首工
とうしゅこう

が建設され、現在に至っている。 

国営事業後、那須
な す

疏水
そ す い

は那珂川
な か が わ

から最大 8.64㎥/sを取水し、幹線水路は 8ヶ所の水門で分

水しながら、更に多数の分水路で配水している。現在では 2,600haの田畑を潤すとともに、洪

水防止・防火用水機能などの発揮や市民の生活用水としても重要な役割を果たしている。 

那須
な す

疏水
そ す い

は、日本三大疏水の一つと数えられており、2006年 2月には、那須
な す

疏水
そ す い

を中核と

する那須野ヶ原
な す の が は ら

用水として疏水百選に認定(農林水産省) 、同年 7月には、那須野ヶ原用水の

中心的役割を担った那須
な す

疏水
そ す い

旧取水施設が近代化遺産では県内初の国重要文化財に指定(文

部科学省)されている。 

那須
な す

疏水
そ す い

旧取水施設は、1885年完成当時としては有数の規模を誇る貴重な土木遺産であり、

那珂川
な か が わ

の絶壁にトンネルを掘って造られた(第一次取水口)。この取水口には水量の調節や、

土砂の流入を防ぐための開閉施設がなく、大水等によって度々使用できなくなった。そのた

め、1905年に約 200m上流に変更し(第二次取水口)、使用されなくなった第一次取水口は予備

の水門として石積みが行われた。その後、川の流れが変わり、1915 年に再び元の位置に戻さ

れた(第三次取水口)。1928 年には水量調節施設の設置、上部へのアーチ型の石積み等の増設

が行われ、現在見られる石積みの水門となった。 

 

(b)申請施設のかんがい用としての稼働状況 

水田のかんがい期を 4 月 11 日から 9 月 5 日までの 148 日間とし、那珂川
な か が わ

から最大 8.64 ㎥

/s をかんがい用水として取水している。また、畑についてもかんがい用水として通年取水し

ている。1976 年那須
な す

疏水
そ す い

旧取水口は西岩崎
にしいわさき

頭首工
とうしゅこう

に取水口が変更され、那須野ヶ原
な す の が は ら

扇状地に

おける 2,600haの田畑を潤しており、栃木県
と ち ぎけ ん

北
ほく

地域の農業を支えている。 

 

4. 申請の妥当性に関する説明 

(a) 申請施設が合致している登録基準、及びどのように基準を満たしているのかの説明。 

(ⅰ)かんがい農業の発展において、重要な段階又は転換を象徴する施設であるとともに、農

家の経済状況の改善に加えて農業発展及び食料増産への寄与が明確である施設であること。 

  那須野ヶ原
な す の が は ら

扇状地の地質は、堆積した砂礫層と火山灰のローム層で、古来より水が乏し

く、生活用水を何 km も離れた河川から桶を担いで運ぶ生活が続いていた。1868 年頃には

開拓が始まり、1885年に那須
な す

疏水
そ す い

が開削されるまでは、ほとんど水田もできず、広大な原

野のままの状況であった。 

  那須野ヶ原
な す の が は ら

の水の歴史は、1600 年頃に始まり、1882 年の那須
な す

原
はら

飲用水路の開削、1885

年の那須
な す

疏水
そ す い

の開削、1967年からの国営事業によって現在の水路網が形作られている。 

その中で、最も基礎となる那須
な す

疏水
そ す い

の完成は、広大な原野を田畑へと一変させるととも

に、生活用水を供給するなど、農業を始めとする地域経済発展の原動力となり、その経済

波及効果は計り知れないものがある。那須
な す

塩原市
し お ばら し

及び大田原市
お お た わ ら し

は、今では栃木県
と ち ぎけ ん

第一の農

業生産地域であり、県北を代表する２市として発展を続けている。 

 

(ⅱ)計画策定、設計、建設技術、施設規模、水量、受益規模の点で最先端であった施設であ

ること。（いずれかの１つ以上） 

   那須
な す

疏水
そ す い

幹線水路の工事は、水路開削の実績豊富な政府の土木官僚が指揮し、当時日

本一の土木技術者 150 人があたるというまさに政府の威信をかけて、設計・測量・工事



が行われた。総延長は約 16 ㎞で、隧
ずい

道
どう

(トンネル)2 カ所と伏
ふせ

越
ごし

（サイホン）2 ヶ所があ

る。2 カ所の隧
ずい

道
どう

の約 60％に当たる 484m と伏
ふせ

越
ごし

の 313m には石積みが行われ、掘削区間

の約 25％に当たる 3,346m で何らかの石積みが行われている。特に隧
ずい

道
どう

と伏
ふせ

越
ごし

の石積み

にはより高度な技術が用いられた。 

 

 

(ⅲ)地域における食料生産強化、生計の向上、農村発展、貧困削減に大きく貢献した施設で

あること。 

   1880 年代、開墾地のかんがいと生活用水の確保には、那珂川
な か が わ

から取水を行い

那須野ヶ原
な す の が は ら

に配水することが絶対条件であった。 

   また、那須
な す

疏水
そ す い

の完成により、かんがい面積は少なかったものの、生活用水が確保さ

れ、各戸
か く こ

毎
ごと

に洗い場が設
もう

けられ、製木、製粉などにも利用された水車も各所に造られ、

生活の飛躍的な向上に貢献した。国営事業により改修された水路網は、水稲はもとより、

梨、イチゴなどの特産品など、畑地かんがいとして用いられ、首都圏農業生産基盤の基

礎となっている。また市の誇れる生乳生産本州一の酪農にも寄与している。 

 

(ⅶ)建設当時としては驚異的かつ卓越した技術の模範となる施設であること。 

   隧
ずい

道
どう

(トンネル)は西岩崎
にしいわさき

の取水口に続く岩崎
いわさき

隧
ずい

道
どう

と、西岩崎
にしいわさき

・亀
かめ

山
やま

間の亀山
かめやま

隧
ずい

道
どう

の２

ヶ所で総延長は約 1.1㎞であった。亀山
かめやま

隧
ずい

道
どう

は、全長 922mあり、換気と工事の進捗を図

るために横坑 2 ヶ所を設けて 3 区間に分け施工している。岩崎
いわさき

隧
ずい

道
どう

は、出口の方から掘

削しており、火山性の軟弱な岩質のため崩れ易く、全区間切石
きりいし

によって五角形の断面(幅

160 ㎝・高さ 165 ㎝)に築造した。また両側の石積みにはセメントを塗り補強している。 

また、扇状地中央を流れる熊川
くまがわ

と蛇尾
さ び

川
がわ

の横断部は伏
ふせ

越
ごし

（サイホン）で、それぞれ 46m、

267mの距離をつないでいる。断面は五角形(幅 136㎝・高さ 167㎝)の石積みで、いずれ

も表流水のない伏流河川であり、この下を通すため、入口では 5m、出口では 7m とかな

り深い構造となっている。施工は、河床を掘削し、伏
ふせ

越
ごし

本体を造ってから埋め戻した。

伏
ふせ

越
ごし

には、切石
きりいし

が用いられ、接着剤として松ヤニやセメントが使われた。これらの石積

みによる工法には高度な技術が要求された。 

 

(ⅷ)建設手法が独特な施設であること。 

水田開発が進む中、水を巡っての争いも度々あった。そこで少ない水でも争いか起き

ないよう、一定の割合で正しく分ける工夫がなされ、貴重な用水を平等に配分するため、

那須
な す

疏水
そ す い

特異な水利秩序として「背割
せ わ り

分水方式」が発明された。その結果、水使用を巡

る争いは格段に減少し、当時としては画期的手法であり、現在も受継がれている。水量

の多い時も少ない時も平等に配分できる分水工は、水に苦労した那須野ヶ原
な す の が は ら

の歴史がう

かがえる一面でもある。 

 

(ⅹ)長期にわたる運営・管理の顕著な模範となる施設であること。 

      1885 年那須
な す

疏水
そ す い

が開削され、1905 年には、河床の変化により、取水口を上流約 200m

の地点に移動する工事を那須
な す

水組
みずくみ

が実施した。その後、那須
な す

疏水
そ す い

普通
ふ つ う

水利
す い り

組合
くみあい

により、

1915年には、暴風雨による大洪水で破壊された取水口を旧取水口へ移動する工事を実施。



更に 1940年には、大暴風雨で崩壊した取水口の改修を実施した。1953年には、那須
な す

疏水
そ す い

土地改良区によって取水口の砂礫流入防止のため砂防工事が行われた。その後、国営事

業による改修から現在に至るまでの間、地域全体の水管理の基本である水の有効利用、

合理的水配分、施設の保全と災害防止、管理費の節減等を図るため、経済的かつ最適な

施設管理計画を樹立し、水管理の適正化を図るための管理体制が検討された。現在、

那須野ヶ原
な す が け は ら

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

連合
れんごう

は、国より管理委託又は譲与を受けて、長期にわたり水利施

設の総括的な運営・管理を担うべく、各幹線水路や支線水路毎に管理委員会を組織し、

地元農家自らとともに日々管理を行っている。特異な取組として、中・長期的な適正な

維持管理を行うべく国営事業実施中から施設管理積立金制度を導入し、組合員の負担の

平準化対策にも努めている。 

 

(b)申請施設の設計段階の性能と稼働段階の性能の違いに関する説明 

開削当初は、那珂川
な か が わ

から最大 5.5 ㎥/s を取水して水田はわずか 40ha 程であった。その後

30年近く経った 1913年には 255ha。1920年代には 500ha近くまで増えた。 

現在では、国営那須
な す

野原
の は ら

開拓建設事業により 1976年に那須
な す

疏水
そ す い

旧取水口は西岩崎
にしいわさき

頭首工
とうしゅこう

に

取水口が変更され、那珂川
な か が わ

から最大 8.64㎥/sをかんがい用水として取水し、那須野ヶ原
な す の が は ら

扇状

地における 2,600haの田畑を潤している。 

 

5. 現在の保全状況に関する説明 

 那須
な す

疏水
そ す い

旧取水施設は、その歴史的価値に鑑み、歴史的構造物として保存し、2002 年には、

栃木県並びに那須
な す

塩原
しおばら

市
し

の協力を得て、那須
な す

疏水
そ す い

公園として整備し社会学習や各種イベントの拠

点としてさまざまな方に利用されている。 

 那須野ヶ原
な す の が は ら

土地
と ち

改良
かいりょう

区
く

連合
れんごう

では、那須
な す

疏水
そ す い

をはじめとする水利施設の定期的点検やパトロー

ルを行い、整備・補修等により施設保全を行うとともに、「水路愛護の日」を設けて毎年７月に

水路の草刈り、３月には水路の清掃作業を非農家を含めた地域住民と協働で行っている。また、

地元自治体や企業との管理協定の締結により、草刈りや清掃を定期的なボランティアを受けてい

る。自然エネルギーや防災等への多面的活用、田んぼの学校や総合学習への支援を通じて、水の

大切さをＰＲしながら地域ぐるみでの保全活動も積極的に推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 添付資料 

a. 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本国内位置図 

栃木県内位置図 



 

 

１８８６年の那須野ヶ原と那須疏水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

那須野ヶ原管内図（現在） 



b. 過去と現在の写真 

 

 

 

 

①西岩崎第一次取水口（1885年） 

那須野ヶ原全景(現在) 

⑫那須疏水幹線水路（現在） 

生活用水を汲む農婦（当時） 

     ②石積水路（当時） 

④岩崎
いわさき

隧道（当時） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①西岩崎第三次取水口（1928年） 

⑤分水路（当時） 

⑥熊川伏越断面図 

⑦蛇尾川伏越入口(当時) 

伏越（サイホン）の原理 

⑮背割分水（現在） 

①西岩崎第二次取水口（1905年） 

 

先人達の知恵 

公平に水を配分する背割分水方式 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③那須疏水幹線 第二分水（改修前） 

⑬那須疏水幹線 第二分水（現在） 

⑪西岩崎第四次取水口（1976年） 

 

旧取水口は、 

国の重要文化財に指定（2006年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦蛇尾川伏越出口（改修前） 

⑭蛇尾川伏越出口（現在） 

②那須疏水幹線水路（改修前） 

⑫那須疏水幹線水路（現在） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左)西岩崎第四次取水口（1976年）  (右)西岩崎第一次・第三次取水口（1915年） 

 



c. その他 

 

「西岩崎頭首工」パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


